
平成２８年度 第１回京都市政策評価委員会 

日時：平成２９年１月２４日（火）

午前１０時から１１時３０分まで

場所：市役所本庁舎Ｅ会議室
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 資料１ 

平成２８年度政策評価の流れ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 

市
民
・
市
会
等

政
策
評
価
委
員
会

行
政

総
合
企
画
局

各
局

評価結果等を次年度予算編成等に活用 

評価結果の公表・ 
市会報告(広報･HP 等)

<9/21> 

政策評価票
の作成② 

客観指標評価，

市民生活実感

評価，施策評価

結 果 を 基 に

政策評価票を

作成

第２回 
委員会 
<3 月下旬> 

※評価制度の
改善案の検討 

市会･市民等からの意見（随時受付） 

市民生活 
実感調査 

市民生活 
実感調査 

市民３千人(外国
籍を含む)を無作
為抽出し，調査票
を郵送 

委員会等からの
意見を踏まえ，
制度の充実・改善

施策評価票の作成② 

※客観指標評価,市民生活 

実感評価を基に施策の 

評価票を作成 

政策評価票と 
施策評価票の 

作成① 

※客観指標基礎 
 データの作成
※より適切な指標の
検討

委員会からの

意見公表 

(27年度評価 

結果を受けて)

<4/22> 

第１回 
委員会 
<1/24> 

※評価結果の報告

委員会からの

意見公表 

(28年度評価 

結果を受けて) 

<4 月> 

委員会等からの
意見を踏まえ，
制度の充実・改善
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資料３ 

1 

平成２７年度の京都市政策評価委員会からの意見を踏まえ，以下のとおり制度の

改善等を図り，「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」の政策体系を  

基に政策評価を実施した。 

参考資料２ 政策評価制度に関する意見 

１ 適切な客観指標の確保 

政策・施策の達成度を的確に反映するものとなっているか改めて点検し，   

指標の追加や見直しを実施 ＜客観指標の総数：３１７→３２０＞ 

資料４ 追加・見直しを行った客観指標一覧 

 ＜参考：これまでの主な取組内容＞ 

  ２１年度：各局等が適切な客観指標の設定，指標の再点検を行うための手順

を分かりやすく説明した「客観指標の設定マニュアル」を作成

  ２３年度：従来，施策指標から主要な指標を選んで設定していた「政策指標」

を，施策指標とは別に政策独自の指標を設定

  ２６年度：政策の客観指標評価に施策の客観指標評価を加味した客観指標 

総合評価の実施により，政策評価と施策評価との乖離を縮減

２ 評価結果のより分かりやすい発信 

（１）政策・施策評価票の改善 

① 施策評価票について，市民生活実感調査結果を過去２年分記載し，経年変化

を把握できるよう記載内容を充実 

② 政策・施策評価票について，総合評価（客観指標総合評価，市民生活実感調

査総合評価）が，ｃ評価（状況はどちらとも言えない）以下の場合に原因分析

を重点化することで，より分かりやすい評価票に改善 

  ＜参考：これまでの主な取組内容＞ 

１９年度：経年変化の比較ができるよう，３年分の評価を掲載 

         総合評価の原因分析や今後の方向性に関する記載を追加 

         施策評価票への事務事業評価結果の記載につき，従来の主な 

         事務事業名に加えて，予算額，評価結果等を掲載 

    ２１年度：見やすさのため見開き２ページに統一 

平成２８年度政策評価の改善状況



2 

   ２３年度：施策評価票の「この施策を構成する事務事業」欄に掲載する事務 

        事業評価結果について，従来は前年度分を掲載していたが，当年 

        度分を掲載 

   ２６年度：客観指標と市民生活実感調査結果の原因分析を踏まえた市の課題

や方向性の記載を充実

（２）冊子「政策評価結果」の記載の充実

政策重要度と市民生活実感のマトリックス（Ｐ１４）について，前年度からの

動向が把握できるよう改善 

 ＜参考：これまでの主な取組内容＞

２０年度：点字版を作成 

    ２４年度：市民生活実感調査の概要を記載 

         市民意見申出の方法等を記載 

    ２６年度：評価結果を踏まえた市の課題や方向性の記載を充実 

    ２７年度：政策評価結果の経年変化やその原因・特徴がより把握しやす 

         いよう記載を充実 

３ 評価結果の活用に向けた取組

  市民生活実感調査の集計データについて，市民や企業，教育機関等が利活用でき

るよう，京都市オープンデータポータルサイト「KYOTO OPEN DATA」（平成 28 年 11

月開設）に掲載 

＜参考：これまでの主な取組内容＞

２６年度：基本計画実施状況報告への評価結果記載による両者の連携 

    ２７年度：政策の評価票と施策の評価票，また政策及び施策の評価票と 

         客観指標データ，それぞれがスムーズに相互参照できる構成 

         に改善 

（ホームページの充実） 

１９年度：全ページの閲覧を開始 

    ２２年度：評価結果のポイントが一目で分かるページを掲載 

    ２５年度：「よく分かる！京都市の政策評価制度」の掲載 



 資料４  

追加・見直しを行った客観指標について 

○「京プラン 実施計画 第２ステージ」策定に伴い追加・見直したもの 

＜具体例＞ 

【施策 0102】環境 

   「『ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？』関連事業協力団体数（社）」から「市

民全体を対象とする「『ＤＯ ＹＯＵ ＫＹＯＴＯ？』関連イベント参加者

数（人）」に変更

【施策 0806】産業・商業 

   ソーシャルビジネスへの支援状況を示す指標として，「『これからの 1,000

年を紡ぐ企業認定』による認定企業数（社）」を追加 

【施策 1102】大学 

   指標「市内大学等の留学生数（人）」の中長期目標について，10,000 人（目

標年次：29 年度）から，15,000 人（目標年次：32 年度）に変更 

など 

○新たに策定・改定した分野別計画の目標に併せて追加・見直したもの 

＜具体例＞ 

【政策７】スポーツ 

  京都市市民スポーツ振興計画の中間見直しに伴い，「市内でプロスポーツ

やトップスポーツを直接観戦した市民の割合（％）」から「市内で直接スポ

ーツを観戦した市民の割合（％）」に変更

【施策 0103】ごみを出さない循環型社会の構築 

  新・ごみ半減プラン～京都市循環型社会推進基本計画（2015－2020）～の

策定に伴い，「再生利用率（％）」から「ごみ焼却量（トン）」に変更 

【施策 1303】次世代を育むすべての家庭を支援し支え合えるまちづくり 

  京都市未来はぐくみプランの策定に伴い，「延長保育実施箇所数（箇所）」

から「時間外保育事業利用児童数（人日）」に変更

 など 



○より適切に評価するために追加・見直したもの 

＜具体例＞ 

【施策 0602】歴史に培われた和の文化の継承と新たな創造活動の支援

  新たな創造活動の支援状況を示す指標として，「東山アーティスト・プレ

イスメント・サービスへの相談件数」を追加

【施策 2502】健やかな生活が実感できる緑化の推進

  「緑化助成面積」など全５指標について，単年度ごとの増加数により評価

が左右されることを回避するため，目標値を「単年度の増加数」から「累計

数（中長期目標値）」に変更

【施策 2604】地域の災害対応力の向上をはじめとする防災危機管理体制の充実

  地域の防災危機管理体制の充実度を示す指標として，「学区の中核となる

市立小・中学校等に備蓄倉庫を配置する自主防災会数」を追加

 など 

○目標達成に伴い，指標の目標値を見直したもの 

＜具体例＞ 

【政策５】市民生活の安全 

  「犯罪発生（刑法犯）認知件数」の目標値「20,000 件台半ば」を達成したた

め，新たに「15,000 件（京プラン実施計画第 2ステージ目標値）」に見直し 

【施策 0501】生活安全（防犯・事故防止）の推進 

  「交通事故による死傷者数（人）」の目標値「8,400 人以下」を達成したため，

新たに「5,900 人以下（京プラン実施計画第 2ステージ目標値）」に見直し 

【施策 1602】活力ある長寿社会の実現 

  「高齢者の居場所設置数（箇所）」の目標値「222 箇所」を達成したため，

新たに「400 箇所（京プラン実施計画第 2ステージ目標値）」に見直し 

など 



資料５  

【行政評価条例（市民の意見申出）】 

第 17 条 市民は，行政評価等の方法，結果その他の事項に関し，当該行政評価等を

実施する実施機関に対し，意見を申し出ることができる。 

2 実施機関は，前項の意見を受けた場合においては，これを誠実に処理し，その

処理の結果を公表しなければならない。 

3 前項に定めるもののほか，実施機関は，行政評価に係る意見にあっては当該行政

評価を所管する委員会がある場合には当該委員会に，外郭団体経営評価に係る

意見にあっては専門員に当該意見の処理の結果を報告しなければならない。 

１ 受付状況（政策評価制度に対する意見に限る） 

  平成２３年度：８件 

  平成２４年度：２件 

  平成２５年度：６件 

  平成２６年度：０件 

  平成２７年度：０件 

  平成２８年度：１件（平成２９年１月６日現在） 

２ 回答 

  新たに受け付けた意見（１件）とそれに対する京都市の対応は以下のとおりです。 

（受付日，受付方法等） 

 受付日 受付方法 対応日 対応方法 

１ 11 月 29 日 電子メール 12 月 20 日 
京都市の対応をホーム

ページで公表 

市民意見の受付状況 
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（御意見及び対応） 

 御意見 対応 

１ 市民生活実感評価において，例えば，

28 年度の政策番号 9 観光では，7 つの

うち bが 5，aが 2と，bの方が多いの

に，総合評価は a となるのは，どうし

てでしょうか。平均すれば，b となる

のではないでしょうか。 

上記について，総合で a と評価され

るのは，良く見せすぎているようにも

感じます。 

市民生活実感評価は，まず，各設問に対して a～e

の５段階で評価を行います。次に，各設問の評価結

果をそれぞれ点数化（a＝４点～e＝０点）し，その

合計点の最高点に対する割合に応じて a～e の５段

階評価を行うことで，各設問の評価結果を総合化し

ております。 

（「評価票等の見方」参照：

http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/cmsfiles/content

s/0000205/205121/seisakusesakumikata.pdf） 

御指摘いただいた政策番号９「観光」については

以下のとおりとなります。（設問については省略） 

＜政策番号９「観光」市民生活実感評価＞ 

  設問番号１＝b：３点 

  設問番号２＝a：４点 

  設問番号３＝b：３点 

  設問番号４＝b：３点 

  設問番号５＝a：４点 

  設問番号６＝b：３点 

  設問番号７＝b：３点 

 合計点２３／最高点２８（４点×７）  

  ⇒８０％以上につき「a」 

（参考） 

  a：８０％以上 

   b：６０％以上～８０％未満 

   c：４０％以上～６０％未満 

   d：２０％以上～４０％未満 

   e：２０％未満 



参考資料１

京都市政策評価委員会設置要綱

（設置）

第１条 政策評価制度の公正な運用と向上を図るため，京都市行政活動及び外郭団体の経

営の評価に関する条例第１１条第１項に規定する委員会として，京都市政策評価委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会の所掌事項は，次の各号に掲げるものとする。

 政策評価制度の充実に向けた提案

 政策評価の手法についての助言及び提案

 自己評価の方法及び実施過程への助言

（組織）

第３条 委員会は，委員７名以内をもって組織する。

２ 委員のうち，２名以内の委員は公募により選出した者を，その他の委員は学識経験の

ある者その他市長が適当と認める者を，それぞれ市長が委嘱又は任命する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。

２ 委員は再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は，委員の互選により定め，副委員長は委員長が指名する。

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。

５ 委員長及び副委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職

務を代理する。

（招集及び議事）

第６条 委員会は，委員長が招集する。

２ 委員長は，会議の議長となる。

３ 委員会は，委員長（委員長に事故があるときは，副委員長）及び委員の過半数が出席

しなければ，会議を開くことができない。

４ 委員会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。

５ 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は，総合企画局において行う。

（補則）

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定め

る。



   附 則

（実施期日）

１ この要綱は，平成１９年６月１日から実施する。

（経過措置）

２ 第６条第１項の規定にかかわらず，最初の委員会は，市長が招集する。

（旧要綱の廃止）

３ 京都市政策評価制度評議会設置要綱（以下「旧要綱」という。）は，廃止する。

（経過措置） 

４ この要綱の施行の際，旧要綱に規定する委員である者は，この要綱の規定により委嘱

されたものとみなす。この場合において，その者の任期は，この要綱の規定にかかわら

ず，平成２０年３月３１日までとする。 

  附 則

（実施期日）

１ この要綱は，平成２７年４月１日から実施する。

（経過措置）

２ この要綱の実施の際現に委員である者の任期の残任期間は，第４条第１項本文の規定

にかかわらず，この要綱の実施の日における委員としての残任期間と同一の期間とする。



政策評価制度に関する意見 

― 平成２７年度 政策評価結果を受けて ― 

京都市政策評価委員会 

平成２８年４月 

参考資料２ 
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京都市の政策評価制度は，「京都市基本計画」に掲げられた政策・施策を評価  

対象に平成１６年度から実施され，客観指標評価と市民生活実感評価の２つの手法

を用いた評価を行うなど，全国的に見ても先進的で特徴的な制度である。 

本格実施から１０年以上が経過し，制度の改善・向上が積み重ねられてきた結果，  

相当完成度の高いものとなってきたが，制度が適切に運用され，評価結果が有効に

活用されることが何より重要であり，そのために市民の理解や協力が欠かせない。 

そうした観点から，引き続き，適切な評価を実施し，更なる活用を図ることは  

もとより，市民へのより分かりやすい情報発信に注力すべきである。 

本委員会における制度の更なる充実，改善に向けた議論を踏まえ，京都市に     

おかれては，以下の事項について，より一層の制度充実に努められたい。 

 政策評価が各種行政活動に対して有効に活用できる信頼度の高い制度となるた

めには，適切な指標や目標値の設定が重要な要素となる。 

 客観指標評価結果と市民生活実感評価結果に乖離がある場合は，重要なシグナル

と捉え，指標や目標値が適切となっているか改めて検討すべきである。 

 また，目標値を達成した場合や目標値と現況値に大きな乖離が生じている場合は，

各政策・施策に生じている課題などの原因分析を行ったうえで，具体的な対策と併

せて適切な指標の設定を検討するべきである。

はじめに 

適切な客観指標の確保について 
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 政策評価がより市政の推進に活用され，市政の現状について市民に理解されるよ

う，冊子「政策評価結果」を中心に充実が図られてきた。更に市民に分かりやすく

有益な制度とするために，次のとおり充実を図ることを提案する。 

（１）施策評価票の改善  

より分かりやすい様式に改善するとともに，市民生活実感評価結果の経年変

化が把握できるよう，客観指標評価と同様に過去２年分の評価結果を記載する

べきである。    

また，客観指標総合評価や市民生活実感調査総合評価がｃ評価以下の施策の

原因分析に重点化したうえで，今後の方向性を記載するべきである。

（２）冊子「政策評価結果」の記載の充実

政策重要度と市民生活実感のマトリックスについて，前年度からの動向が把

握できるようにすべきである。また，ホームページでの情報発信においては，

より分かりやすく発信することを検討すべきである。 

 市民生活実感調査の集計データは，年代や性別ごとに政策重要度や政策分野の関

心が分かるなど，公共財として非常に有益な情報であり，大学の研究をはじめ様々

な形で利活用されることが期待される。 

 そのため，市民や企業，教育機関等が利活用できるよう，市民生活実感調査の集

計データを二次利用可能なルールの下で公開することはもとより，その分析結果を

市政に還元できるように検討すべきである。 

 市民生活実感調査について，アンケート回収率の向上を図ることはもとより，ス

ムーズに回答いただけるように，質問内容や構成等を再点検のうえ，改善するべき

である。

評価結果の活用に向けた取組について 

評価結果のより分かりやすい発信について 

市民生活実感調査の改善について 


